
 

 

柏市木造住宅耐震改修費補助金交付要領  

 

制定  平成２０年６月１７日  

施行  平成２０年７月  １日  

 

１  趣旨  

この要領は，柏市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱（平成２

０年６月１１日制定。以下「要綱」という。）の実施に関し，必

要な事項を定めるものとする。  

２  定義  

  この要領における用語の意義は，要綱に定めるところによる。  

３  耐震診断の方法  

  要綱第２条第２号に規定する耐震診断で市長が別に定める方法

とは，「木造 住 宅の耐震診断 と 補強方法 （改 訂 版） 」 (一般財団

法人日本建築 防 災協会発行 )に記 載された一般 診 断法 又は精密診

断法をいう。  

４  木造住宅耐震診断士  

  要綱第２条第３号に規定する市長が別に定めるところにより本

市の登録を受けた者とは，「柏市木造住宅耐震診断士登録要領」

（平成１８年５月１０日制定）に定める柏市木造住宅耐震診断士

登録証の交付を受けた者をいう。  

５  耐震改修工事の施工者  

  要綱第２条第５号に規定する市長が別に定める要件を満たすも

のとは，次のいずれかの要件を満たすものをいう。  

(1) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定

する許可を受けており，本市の区域内に本店，支店又は営業所

を開設しているものとする。  

(2) 柏市簡易修繕 (営繕 )業務受注資格者登録簿に記載されている

ものとする。  

６  補助対象者等  

 (1) 要綱第３条第１項に規定する補助金の交付を受けることがで

き る 者 で ， 当 該 木 造 住 宅 を 共 有 し て い る 場 合 に あ っ て は ， 次



 

の要件に該当するものであること。  

ア   共有者から委任を受けていること。  

イ  共 有 者 が 既 に 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い な い こ と 及 び 補 助

金の交付の決定を受けようとする日の属する年度に補助金の

交付の決定を受けていないこと。  

ウ   共 有 者 が 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 日 の 属 す る 年 度

の前年度の市民税，固定資産税又は都市計画税を滞納してい

ないこと。  

 (2) 要綱第３条第１項ただし書き及び同条第２項第３号に規定す

る 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け よ う と す る 日 の 属 す る 年 度 に 補

助 金 の 交 付 の 決 定 を 受 け て い る 場 合 と は ， 申 請 希 望 者 が ， 補

助 金 の 交 付 申 請 日 の 属 す る 年 度 に ， 同 一 又 は 別 の 木 造 住 宅 に

ついて補助金の交付を申請する場合を含む。  

７  耐震診断をできる者  

要綱第３条第２項に規定するその他市長が別に定めるものによ

る耐震診断とは，次のいずれかの者による耐震診断をいう。  

(1) 一般財団法人日本建築防災協会（旧・財団法人日本建築防災

協 会 ） が 主 催 す る 国 土 交 通 大 臣 登 録 木 造 耐 震 診 断 資 格 者 講 習

（旧・木造住宅の耐震診断と補強方法講習会）の課程を修了し

ている者  

(2) 千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会（木造住宅）の課程

を修了している者  

８  事業計画書  

  要綱第６条第１項第２号に規定する事業計画書とは，補強工事

に関する設計内容を記載した書面等をいう。  

９  設計図書   

  要綱第６条第１項第３号に規定する設計図書とは，耐震改修工

事実施の た め に 必 要 な 耐 震 改 修 工 事 設 計 図 ， 補 強 計 算 書 ，

工 事 内 容 内 訳 明 細 書 及 び 特 記 仕 様 書 等 を い う 。  

１０  対象経費の見積書又はその写し  

  要綱第６条第１項第８号に規定する見積書又はその写しは，設

計費・耐震改修工事費・工事監理費の対象事業と対象事業以外と

に分けて記載されたものとする。  



 

１１  耐震診断をした者に係る要件の具備を証する書類  

  要綱第６条第１項第１０号に規定する要件の具備を証する書類

とは，木造住宅耐震診断士の登録証，一般財団法人日本建築防災

協会（旧・財団法人日本建築防災協会）が主催する国土交通大臣

登録木造耐震診断資格者講習（旧・木造住宅の耐震診断と補強方

法講習会）又は千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会（木造住

宅）の修了証をいう。  

１２  耐震改修工事を行うものに係る要件の具備を証する書類  

  要綱第６条第１項第１１号に規定する要件の具備を証する書類

とは，建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項本文

の許可証をいう。  

１３  申請書添付書類の省略  

 要綱第６条第２項の規定により，柏市木造住宅耐震診断費補助

金の交付を受けた者は，次の各号に掲げる書類を省略できる。  

(1) 要綱第６条第１項第５号に掲げる書面の写し  

(2) 要綱第６条第１項第７号に掲げる報告書の写し  

(3) 要綱第６条第１項第１０号に掲げる書類の写し  

１４  耐震改修工事の着工時期  

  規則第３条第１項により耐震改修工事の着工は，補助金交付決

定通知書の交付を受けてからとする。  

１５  検査  

  要綱第９条第１号に掲げる検査は，立会い検査願い申請書によ

り行うものとする。  

１６  補則  

  この要領に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。  

 

附  則  

 この要領は，平成２０年７月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は，平成２５年７月１日から施行する。  

附  則  

 この要領は，平成２８年５月１日から施行する。  

   附  則  



 

 この要領は，平成３１年４月１日から施行する。  

 


